
大田市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

令和４年３月３１日 

 

                  大田市長  

 

大田市規則第１７号 

大田市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規

則 

大田市税に関する文書の様式を定める規則（平成１７年大田市規則

第４７号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

１ 徴税吏員証 法第298条、第353条、第450

条、第470条、第525条、第

588条、第701条の5及びその

例によることとされる国税

徴収法第147条 

                             」 

を 

「 

１ 徴税吏員証 法第298条、第353条、第448

条、第470条、第525条、第

588条、第701条の5及びその

例によることとされる国税

徴収法第147条 

                              」 

に、 

「 



２３ 督促状 法第329条、第334条、第371

条、第457条、第485条、第

539条、第611条及び第701条

の16 

                              」 

を 

「 

２３ 督促状 法第329条、第335条、第371

条、第463条の5及び25、第

539条、第611条、第701条の

16及び第702条の8 

                              」 

に、 

「 

３４ 軽自動車納税通知書 法第446条 

                              」 

を 

「 

３４ 軽自動車納税通知書 法第443条 

                              」 

に改める。 

様式第５号を次のように改める。 



様式第５号

　　年　　月　　日

大田市長　様

記

　　　　-　　　-

現
所
有
者

（
代
表
者
以
外
の
相
続
人
）

氏　　　　名 住　　　　所 被相続人との続柄

相
続
人
代
表
者

兼
現
所
有
者

ﾌﾘｶﾞﾅ 被相続人との続柄

氏　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（生年月日　大正・昭和・平成　　　年　　月　　日）

住　　所
〒 ※行政区

第 号

ﾌﾘｶﾞﾅ 死亡年月日

氏　　名

　被相続人にかかる徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く）及び還付に関する書類を受
領する代表者として、下記のとおり指定しましたので、地方税法第９条の２第１項の
規定により届出ます。また、下記被相続人が固定資産課税台帳に登録されている場合
は、大田市税条例第７４条の３に基づき、地方税法第３８４条の３に規定する「現所
有者」を次のとおり申告いたします。

相 続 人 代 表 者 指 定 届
（兼固定資産現所有者申告書）

被
相
続
人

電話番号 個人番号  -　   　　-

住　　所
※行政区



様式第２５号中「あなたの市県民税を本書のとおり決定しましたの

で通知します。」を「あなたの市民税・県民税を本書のとおり決定し

ましたので通知します。」に改める。 

様式第４１号及び様式第４３号を次のように改める。 

 



様式第４１号

納税義務者　　　　　　　　　　

個人番号又は

法人番号

　　大田市税条例第１０５条の規定により、下記のとおり鉱産税の納付について

　申告します。

計

備　　考

調定簿徴収簿調査表

月分　鉱産物価格明細書

鉱　産　物 産　出　量 単　価 課税標準額 税　　額

登録番号

課税標準 税　　　　額
円

鉱　産　税　納　付　申　告　書

営業所所在地

大 田 市 長 様

　　　年　　　月　　　日

営業主

住　　所

（所在地）

氏　　名

（名　称）



様式第43号

特別徴収義務者　　　　　　　　　　

個人番号又は

法人番号
　大田市税条例第１４５条第３項の規定により、下記のとおり入湯税の納入について
申告します。

日 日

１ 人 円 １７ 人 円

２ １８

３ １９

４ ２０

５ ２１

６ ２２

７ ２３

８ ２４

９ ２５

１０ ２６

１１ ２７

１２ ２８

１３ ２９

１４ ３０

１５ ３１

１６ 計

登録番号

入　湯　税　納　入　申　告　書

営業の種類

営業所所在地

大 田 市 長 様

  　　　年　　　月　　　日

称　　　　号

人

営業主

住　　所

（所在地）

氏　　名

（名　称）

税　　　　額
円

課税標準

備　　考

調定簿徴収簿調査表

　　月 分 入 湯 税 納 入 明 細 書
課税標準 税　　　　額 課税標準 税　　　　額



附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 


